
 

議員発案第１号 

 

 

ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書 

 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

 

平成２３年 ３月１５日 

 

 

 提出者 加茂市議会議員 高 井   保 

 賛成者 同 保 坂 裕 一 

 同 同 山 田 義 栄 

 同 同 小 野 吉太郎 

 同 同 樋 口 浩 二 

    

    

    

 

平成２３年 ３月２４日議決 

 

加茂市議会議長 茂 岡 明与司 



ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書 

 

去る１１月９日、政府は「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、この中で

ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）については、「関係国との協議を開始する」と判断

しました。 

私たちは、工業製品の輸出拡大や資源の安定確保を否定するものではありません。 

しかし、この国が貿易立国として発展してきた結果、我が国はすでに世界で最も開かれ

た農産物純輸入国であり、食料自給率は先進国と比較して著しく低下しています。関税の

完全撤廃をめざすＴＰＰを締結すれば、日本農業は壊滅的打撃を受けることは必至であり、

国民の大多数が望む食料自給率の向上に逆行することは明らかです。さらには、関連産業

や地域雇用の縮小、農業の持つ国土保全や環境維持など多面的機能の喪失等、その打撃は

極めて深刻です。 

よって、政府におかれてはわが国の食料安全保障との両立、農業による多面的機能を保

持できないＴＰＰ交渉への参加は行わないよう、強く要望いたします。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

 

  平成２３年 ３月２４日 

 

加茂市議会議長 茂 岡 明与司 

 

 

 

 

 

内閣総理大臣 

様 

内閣官房長官 

外 務 大 臣 

農林水産大臣 

経済産業大臣 



 

議員発案第２号 

 

 

高齢者・国民が安心して医療や介護が受けられるような

施策推進を求める意見書 

 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

 

平成２３年 ３月１７日 

 

 

 提出者 加茂市議会議員 広 野 豊 作 

 賛成者 同 森 川   豊 

 同 同 高 橋 禧 雄 

 同 同 大 関 勝 正 

 同 同 関   龍 雄 

 同 同 佐 野 正三良 

    

    

 

平成２３年 ３月２４日議決 

 

加茂市議会議長 茂 岡 明与司 



高齢者・国民が安心して医療や介護が受けられるような

施策推進を求める意見書 

 

後期高齢者医療制度に対する高齢者や国民の不安の声を受けて、厚生労働省の高齢者医

療制度改革会議は、昨年１２月に高齢者のための新たな医療制度等についての最終取りま

とめを公表しました。この新制度案は７５歳以上の１２００万人が加入する国保は都道府

県が財政運営して「医療費は別勘定」と高齢者・国民が問題にした部分をそのまま温存す

る内容となっています。 

また、国民の３０％が加入する国保制度は全国で４５９万世帯、国保世帯の２０％が保

険料滞納（新潟県全体では１７．３％ 平成２２年６月）に象徴されるように、制度自身の

危機が深刻さを増しています。国は国保制度改革として国保の運営を市町村から都道府県

とする国保の広域化を進めようとしています。国保の広域化は保険料の上昇や住民サービ

スの低下につながり、県内市町村担当者からも疑問の声が上がり、新聞アンケートでも多

くの知事が「国保の広域化で国保の構造的課題は解決しない」といった否定的な意見を述

べています。 

また、来年度改定の介護保険制度については、昨年１１月に厚生労働省・社会保障審議

会介護保険部会の介護保険制度見直しに関する意見が公表されましたが、「軽度の要介護

者を介護保険サービスから除外」「ケアプランの有料化」等の利用者負担増とサービス外し

に対して、利用者の反対や政府与党の中でも疑問の声が上がっています。 

安心して医療や介護が受けられることが国民の切実で最も大切な願いです。国民のいの

ちと健康に係わる下記の緊急な事項の実現に、国は責任をもって施策推進にあたっていた

だけるよう、以下の事項の実現を求めるものです。 

 

記 

 

１．高齢者の新たな医療制度について 

(1)年齢による差別と保険料が自動的に上がるしくみを残す制度づくりはやめること。 

(2)７５歳以上の高齢者への資格証の発行はしないこと。 

(3)７０歳から７４歳の医療費の２割負担への引き上げをやめること。 

２．国保制度について 

(1)国保制度への国庫負担を増やし、高すぎる国保料を引き下げること。 

(2)「国保の広域化」問題については自治体や国民の声をよく聞くこと。 

(3)市町村で「国保法４４条に基づく一部負担金の減免制度」の実施が取り組めるよう国

の財政援助を強めること。 

３．介護保険制度について 

(1)国庫負担を増やし、利用者の負担軽減、必要な介護が受けられる介護制度にすること。 

(2)特別養護老人ホーム等の介護施設を増やし、入所待機者の解消に努力すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

 

  平成２３年 ３月２４日 

 

加茂市議会議長 茂 岡 明与司 

 

 内閣総理大臣 

様 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

厚生労働大臣 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 


